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子
宮
が
ん
に
は
子
宮
頚
が
ん
と
子
宮 
体 
が
た
い

ん
が
あ
り
ま
す
が
、
両
者
の
性
質
は
異
な
り

検
査
方
法
も
違
っ
て
い
ま
す
。

　

子
宮
頚
が
ん
は
、
子
宮 
膣 
部
と
い
う
子
宮

ち
つ

の
口
に
あ
た
る
部
分
に
発
生
し
ま
す
。
こ
こ

は
婦
人
科
検
診
に
お
い
て
容
易
に
観
察
で
き

る
場
所
で
、
が
ん
検
診
も
簡
単
に
で
き
ま
す
。

　

一
般
的
な
検
診
の
手
順
は
、
ま
ず
子
宮
膣
部

の
観
察
か
ら
始
め
ま
す
、
次
に
子
宮
頚
部

細
胞
診
を
行
い
ま
す
。
子
宮
膣
部
の
表
面
か

ら
細
胞
を
採
取
し
ま
す
が
、
表
面
を
軽
く
ぬ

ぐ
う
だ
け
の
、
苦
痛
を
伴
わ
な
い
、
非
常
に

簡
単
な
検
査
で
す
。
次
に
、
子
宮
と
そ
の
周

囲
の
触
診
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
で
検
診
は
終

了
。
結
果
は
、
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
ん
な
簡
単
な
検
診
で
す
か
ら
、
子
宮
頚

が
ん
検
診
は
歴
史
も
古
く
、
そ
の
効
果
も
高

く
、
揺
る
ぎ
な
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
諸
外
国
に
比
べ
日
本
に
お
け
る
検
診

受
診
率
は
、
低
迷
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

特
に
、
若
年
層
で
の
子
宮
頸
が
ん
発
生
率
と

死
亡
率
は
増
加
傾
向
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
世
代
の
検
診
率
が
低
く
、
そ
の
た

め
、
検
診
対
象
年
令
が
二
十
歳
か
ら
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

簡
単
で
苦
痛
の
な
い
検
査
で
あ
る
事
な
ど
、

検
診
を
受
け
や
す
い
環
境
は
そ
ろ
っ
て
い
ま

す
の
で
、
自
己
の
健
康
管
理
の
た
め
、
若
い

世
代
の
か
た
も
、
ぜ
ひ
定
期
的
に
検
診
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　

子
宮
頚
が
ん
が
な
ぜ
発
生
す
る
の
か
、
い

ろ
ん
な
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
背
景
と
し

て
、
子
宮
膣
部
は
膣
粘
膜
の
細
胞
と
子
宮
内

膜
の
細
胞
の
接
合
部
で
、
細
胞
が
変
化
し
や

す
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
種
々
の
因

子
が
働
い
て
、
発
が
ん
し
ま
す
。

　

最
近
は
、
そ
の
重
要
な
因
子
の
一
つ
が
ウ

イ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

若
年
層
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
の
一
因
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
子
宮
頚
が
ん
検
診
は

古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
子
宮
膣
部

で
は
、
正
常
細
胞
か
ら
が
ん
に
変
化
す
る
自

然
史
が
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
て
お
り
、
定
期
的
に

検
診
を
受
け
る
こ
と
で
、
が
ん
に
な
る
前
に

予
防
で
き
た
り
、
が
ん
が
初
期
で
発
見
で
き

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

子
宮
頚
が
ん
検
診
は
、
古
く
て
新
し
い
検

診
で
す
。

　

検
診
費
用
は
、
千
円
で
す
。
本
市
に
住
民

票
が
あ
る
二
十
歳
以
上
の
女
性
対
象
で
、
二

年
に
一
回
（
問
診
・
頚
部
細
胞
診
を
含
む
）

す
れ
ば
い
い
検
診
で
す
。

　

併
せ
て
、
乳
が
ん
検
診
（
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
ー
併
用
）
も
ど
う
ぞ
。
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�自治会・老人会・子ども会・マンション
の管理組合に対し、新聞紙・雑誌・ダンボー
ルやその他の紙類・紙パック類・カン・古
着を集団回収していただくと、年に２回、
報奨金を交付しています。詳しくは、「家庭
ごみハンドブック」に掲載していますので、
ご確認ください。
　また、毎週水曜日には、紙資源等の行政回
収（第１週ダンボール、第２週雑誌・チラシ・
その他の紙類、第３週ペットボトル、第４週
新聞・紙パック、第５週ダンボール）を行っ
ていますのでご協力ください。
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　家電製品のうち、リサイクルが義務付けられており、市では処
分できないものがあります。これらは、リサイクル料金と処理手
数料がかかります。４月１日現在、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷
凍庫・洗濯機・衣類乾燥機が該当しています。（詳しくは、家庭ご
みハンドブックや市ホームページに掲載）
　携帯電話には、希少金属（レアメタル）が入っています。リサイ
クルの促進を図るため、使用済みの携帯電話は、販売店で処分を
お願いします。

�������	
���	�������

��������	
������

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

��������	
����������

�������	
��
����������

※土・日・祝日を除く  午前９時30分～午後４時30分
※書店では取り扱っていません
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�������
三条デイサービスセンター、アクティブライフ山芦屋、西山
郵便局、芦屋病院、和風園、あしや聖徳園、朝日ケ丘集会所、
コープミニ東山、東山郵便局、アクティブライフ芦屋
�������	�
前田集会所、コープミニ西芦屋 、市民センター・社会福祉協議
会、ＪＲ芦屋駅、ラポルテ市民サービスコーナー、大原集会
所、男女共同参画センター、ロングライフ芦屋、上宮川文化
センター、翠ケ丘集会所

���������	��
市役所北館受付、くらら芦屋、体育館・青少年センター、芦屋税務署、芦屋警察署、
商工会、芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所）、茶屋集会所、春日集会所、若宮集会所、
打出教育文化センター、あしや市民活動センター
�������	�
ハートフル福祉公社、芦屋ケアセンターそよ風、竹園集会所、図書館、美術博物館、
谷崎潤一郎記念館、西蔵集会所、エルホーム芦屋、打出集会所、あしや喜楽苑、グ
ルメシティ芦屋浜店、潮見集会所､浜風集会所、海浜公園プール、コミュニティー・
プラザ（市営住宅・県営住宅）、さくらの園、マイライフ芦屋、愛しや、総合公園
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���　７月31日～８月２日・午前10時～午後４時（正午～午後１時除く）　※８月２日（日）は午
後３時まで　�����　１世帯１品目に限ります。はがきを持参し、希望の品物を申し込んで

ください※重複・代理等の申し込みは不可　����希
望の品物に重複して申し込みがある場合は抽選します。
抽選は、８月２日（日）午後３時～※結果は翌日にはがき
で通知　������　８月８日（土）・９日（日）午前10
時～正午・午後１時～４時※家具の引き取りはご自身で
お願いします。決められた日時に受け取りがない場合は、
権利を辞退したものとします。

　限られた資源の保護と環境への負荷の軽減、ごみ
の減量化を図るため、行政・事業者・消費者が一体と
なったレジ袋の削減を推進しています。
買い物袋（マイバッグ）でのお買い物に、ご協力くだ
さい。
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��������
　平日（月～金曜日）　午前10時～午後７時
　土・日・祝日　　　　午前10時～午後５時
����　７月の休業日はありません
�����　住民票の写し・印鑑証明書・戸
　籍全部・個人事項証明書・外国人登録原票
　記載事項証明書・市民税県民税課税証明
　書・固定資産課税台帳記載事項証明書など
�����　土・日・祝日と、平日の午後５時
　30分以降、除籍・改製原戸籍謄抄本・税務
　証明等は取り次ぎで発行します。各種届
　出・登録の手続きは、市役所市民課へ。

�������	
���
�７月26日（日）９時 ～ 17時　�納税相談・
納税 ※北館地下１階・警備室で手続き後に
右記窓口へ　�＆�収税課（�38-2014）

�������	�
�����
�８月３日（月）10時～12時・13時～16時　�
所得税（譲渡）・相続（贈与）税・法人税・消費税等
の相談　�＆�芦屋納税協会（�31-5318）

�������	
������
�＆�芦屋健康福祉事務所（�32-0707）
�������	
������
�治療１回上限10万円、年度２回※通算
５カ年度が限度　�県内に住所を有する
法律上婚姻をしている夫婦で、指定医療
機関で特定不妊治療を受け、夫婦合算し
た前年の所得額が730万円未満、治療終了
後３カ月以内のかた　
�������	
�������
�Ｂ型肝炎ウイルスおよびＣ型肝炎ウイ
ルスの除去を行うインターフェロン治療
（健康保険適用）　�肝がん合併のないＢ
型慢性肝炎・Ｃ型慢性肝炎およびＣ型代
償性肝硬変で、インターフェロン治療を
行う予定または治療中のかた　

��������	�
�
�生後４カ月までの赤ちゃんのお宅を、助
産師・保健師が訪問し、子育ての悩みを聞
きます　�出生届けを提出後、保険医療
助成課窓口のポストに出生連絡票を入れ
てください。または、出生連絡票を送付（新
生児期が過ぎていても可）※訪問日時は、
事前に連絡　�保健センター（�31-1586）

�������	
���
�身体に障がいを有する人等（その他条
件あり）　�10月入校・オフィスワーク
事務科15人　�７月23日（木）までに西宮
職業安定所（�0798-75-6711）へ　�兵庫
障害者職業能力開発校（�072-782-3210/�
072-782-7081）

��������
�＆�キッズ水泳（３歳児～小学生）教室・
８月開始クラス生募集中　�キッズ月４回、
4,935円※親子ベビー、成人水泳、ヨガなども
開催　�＆�海浜公園プール（�22-8861）

�������	�
�７月20日（月）14時30分～16時　�市民
センター 213室　�幼児・小学校低学年と
保護者、先着20人　�「芦っ子」による紙
芝居ほか　�社会福祉協議会（�32-7530）

���������	�
�７月24日（金）10時30分～11時30分
�おおむね65歳以上・15人　�全身体操・
リハビリ運動　�作業療法士・谷裕太氏
�105円　�お茶・タオル・上靴　�＆�
＆�和風園（�23-0485）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	
�
�７月30日（木）10時～12時　�ふた付きの
箱・こまなど　�幼児～小学校低学年50人
（要予約）※保護者参加可　�段谷貞子氏、中
野久美子氏　�折り紙・はさみ・のり・筆記用
具　�７月15日（水）10時から電話で上記へ
�������	
��
�８月９日（日）10時30分～11時30分　�
「いやいやえん」ほか　�幼児～小学生80
人（要予約）※保護者参加可　�人形劇
団・えぷろん　�７月15日（水）10時から
電話で上記へ

�������	
�
�＆�＆�保健センター（�31-1586/�
31-1018/〒659-0065 公光町5-10）
��������
�７月31日（金）９時～11時30分　�医師
会医療センター　�握力・脚筋力・柔軟
性・バランス・持久力の測定　�20歳代か
ら70歳代までのかた30人（要予約）　
�������	

����	�
�８月８日（土）９時30分～11時30分　�母
乳育児について・お産の流れに沿った安産
のための体操・ママと赤ちゃんの交流会・パ
パと一緒にふれあいタッチケア　�妊娠
24週以降20組・産後５カ月未満の夫婦10組
（要予約）　�助産師・臨床心理士　� 母子
健康手帳・赤ちゃん用バスタオル
�������	
������
�９月８日～１１月24日（火）<全10回>15
時15分～16時30分　�海浜公園プール
�市内在住で軽度のぜん息・ぜん息様気管
支炎等のかた（平成15年４月２日～17年４
月１日生まれの未就学児）25人　�はがき
かファクスに①参加する子どもの名前と
生年月日②住所③電話番号④最近の受診
日を記入し、８月３日（月）までに上記へ

�������	
�����
�８月24日（月）14時20分～16時30分（13
時45分から受け付け）　�西宮市立勤労
会館　�障がいを持つ子どもの発達
�精神科医・服部祥子氏　�学校園・保育
所・就学前通園施設・特別支援学校の教職
員　�電話・ファクス・Ｅメールで下記
へ　�兵庫県立阪神特別支援学校支援
部（�0798-52-6868/�0798-52-6176/
〒663-8001  西宮市田近野町11-7/�
Hanshin_shien@pref.hyogo.lg.jp）

�������	
�������
／課税課固定資産税担当　  　�38-2017
�������	
������������
／課税課管理担当　　　　  　�38-2015
�������	
�／保険医療助成課
医療助成課保険担当　　　　  �38-2035
�������	
���������
������／保険医療助成課医療助成担当
　　　　　　　　　　　　　  �38-2037
�������	
�������
／高年福祉課介護保険担当　  �38-2046

�������

�������	�
�������	
���

������　７月18日～８月29日の間は、午前10時～正午に変更。
また、改修工事のため、下記のとおり一部場所を変更します。
�������毎週火曜日・潮見幼稚園　�������毎週火曜日・西
山幼稚園　�������毎週木曜日<８月６日は中止>・上宮川文化
センター　�������毎週木曜日・浜風幼稚園　�������７
月18日（土）・精道幼稚園　�������毎週土曜日・岩園幼稚園

�������	
�������������������

�����

�������	
�������������

���　７月31日（金）午後１時30分～３時30分　�
��　市役所分庁舎２階中会議室　���　市内在
住・在勤者（小学校高学年以上の
参加可）　�����布（縦20
㎝×横37㎝）・裁縫箱・定規・鉛筆
�����　７月24日（金）まで
に下記へ
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※第２集「歴史さんぽ」・第３集「植物のかんさ
つ」・第４集「小さな生きものたち」・第５集「文学
さんぽ」と第９集「写真で見る芦屋今むかし２」
は各冊400円。第６集「芦屋の地名をさぐる」・第
７集「写真で見る芦屋今むかし１」・第８集「描か
れた芦屋の風景」は各500円。
※第１集「伝記・物語」は完売しました。

������　エプロン・三角巾・タオル　�����　８月９日（日）までに、兵庫県
ホームページ（「兵庫県簡易申請」で検索→「兵庫県e- ひょうご」→「手続き一覧」）で
※応募多数の場合は抽選。メールで連絡します。
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　狩猟期間中に、イノシシ・シカ・アライグマ等の狩猟鳥獣を捕獲するには、狩猟免
許が必要です。今年度の「狩猟免許」取得のための試験は、次のとおり実施します。
�������	
������９月13日（日）午後１時10分・県立のじぎく会館／
<�����９月26日（土）※知識・適正試験合格者のみ・県中央労働センター　��
����　①第１種猟銃（装薬銃・空気銃）②第２種猟銃（空気銃）③網猟④わな猟
（獣限定）　�����　８月10日～25日（24日<消印>）までに、所定申請書等を簡

易書留郵送または、下記
へ持参。詳細については、
阪神北県民局林業課（�
079-562-1392）または兵
庫県農政環境部自然環
境課（�078-362-3463/〒
650-8567 住所不要）へ。

　　������
���　８月８日（土）午前９時30分～　���　県
中央労働センター　���　狩猟に関する知識・技
能　���　7,000円（テキスト代含む）
������県猟友会（�078-361-8127）へ

������������

300円  ①10時～12時45分
８月26日（水）小学生と保護者

����
���� 200円  ②13時30分～15時30分

大人300円
幼児200円

各日とも
 10時～12時45分

 ８月18日（火）・
 19日（水）・21日（金）
 ・25日（火）

３歳から６歳の
幼児と保護者
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